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「民法第三百八条の二に規定による子の監護費用の先取特権に係る額の算定等

に関する省令案」に関する概要説明 

 

第１ 省令制定の趣旨 

 第２１３回国会において成立し、令和６年５月２４日に公布された「民

法等の一部を改正する法律（令和６年法律第３３号）」（以下「改正法」

という。）による改正後の民法（以下「新民法」という。）第３０８条の

２は、子の監護費用として相当な額につき先取特権を付与し、その額の算

定については法務省令に委任することとし、新民法第７６６条の３第１項

及び第２項は、父母が子の監護費用の分担についての定めをすることなく

協議離婚をした場合に、離婚時から引き続き子の監護を主として行う父母

の一方は、他の一方に対し一定額の養育費（以下「法定養育費」という。）

の支払を請求することができることとし、その額の算定については法務省

令に委任することとしている。 

 「民法第三百八条の二に規定による子の監護費用の先取特権に係る額の

算定等に関する省令案」（以下「本省令案」という。）は、新民法第３０

８条の２並びに第７６６条の３第１項及び第２項の委任に基づき、必要な

事項を規定するものである。 
 

第２ 本省令案の内容 

１ 本省令案第１条 

新民法第３０８条の２は、子の監護費用として相当な額につき先取特権

を付与することとしており、これにより、養育費の債権者は、債務名義が

なくても民事執行の申立てをすることができ、かつ、他の一般債権者に優

先して弁済を受けることができることとなる。他方で、同条は、養育費債

権に優先性を認めつつ、養育費の債権者とこれに劣後する他の債権者との

均衡にも配慮する観点から、先取特権が付与される額を、子の監護に関す

る義務等に係る「確定期限の定めのある定期金債権の各期における定期金

のうち子の監護に要する費用として相当な額」に限定することとし、その

額の算定については、「子の監護に要する標準的な費用その他の事情を勘

案して当該定期金により扶養を受けるべき子の数に応じて法務省令で定め

るところにより算定した額」と規定して法務省令に委任している。 

 本省令案第１条は、新民法第３０８条の２の委任に基づき、先取特権が

付与される子の監護に要する費用として相当な額を、一月当たり８万円に

定期金により扶養を受けるべき子の数を乗じて得た額とするものである。 
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（補足説明） 

 先取特権を行使する養育費の債権者にとって利用しやすく、他の債権者

にとっても予測可能性の高い制度とするためには、「子の監護に要する費

用として相当な額」は、できる限り明確な特定額で定めることが相当であ

るところ、「子の監護に要する標準的な費用その他の事情」として、消費

支出（別紙１参照）、調停離婚等の事件において定められた養育費の額（別

紙２－１参照）の動向等も勘案すると、一月当たり８万円までは、実務に

おいて定められる養育費の額として相当な範囲内であり、子の生活の保護

という観点から、他の債権者が養育費の債権者に劣後することとなる額と

して合理性が認められ、また、一月当たり８万円を超える養育費は比較的

高額であるといえ、そのような養育費を定める場合には債権者において債

務名義を取得することを期待することができると考えられる。 
 子が複数となるときについては、実務において定められる子一人当たり

の養育費の額が逓減する傾向が認められるものの、実際に先取特権を行使

することができる金額は父母の協議や調停等により定められた金額となる

ことや、基準の明確性等を考慮し、子一人当たりの一月当たりの額である

８万円に子の数を乗じて得た額としている。 
 

２ 本省令案第２条第１項 

新民法第７６６条の３は、父母において養育費の取決め等がされるまで

の間、離婚の時から引き続き主として子を監護する父母の一方が、他方に

対し、離婚時から一定額の養育費（法定養育費）を請求することができる

こととしている。法定養育費は、父母の収入等といった個別の事情にかか

わらず一律に定まるものであり、かつ、父母において養育費の取決め等が

されるまでの間に請求することができる暫定的・補充的な性質のものであ

る。同条第１項は、法定養育費の額の算定について、「父母の扶養を受け

るべき子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額その他の事情

を勘案して子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定した額」と

規定して法務省令に委任している。 

 本省令案第２条第１項は、新民法第７６６条の３第１項の委任に基づき、

法定養育費の額を、２万円に同項の規定による請求をする父母の一方が離

婚の時から引き続き監護を主として行う子の数を乗じて得た額とするもの

である。 
 

（補足説明） 

法定養育費を請求する父母の一方にとって利用しやすく、他方にとって
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も予測可能性の高い制度とするためには、法定養育費の額は、できる限り

明確な特定額で定めるのが相当である。そして、この額を定めるに当たっ

ては、父母の収入等の個別の事情とは無関係に一律に定まるものであるこ

とや、法定養育費の制度が飽くまでも当事者間で取決めがされるまでの暫

定的・補充的な性質を有するものであり、個別の事案における妥当な養育

費の額は、新民法第７６６条の趣旨等に鑑み、父母の実際の収入等の具体

的な事情を踏まえ、子の利益の観点から父母の協議や家庭裁判所等により

定められるべきものであることが前提になる。その上で、「子の最低限度

の生活の維持に要する標準的な費用の額その他の事情」として、消費支出

（別紙１参照）、調停離婚等の事件において定められた養育費の額（別紙

２－１参照）、ひとり親世帯において取り決められた養育費の額（別紙２

－２参照）のほか、生活保護法に基づく生活扶助基準額の算出方法の考え

方（別紙３－１参照）、児童手当や児童扶養手当等の社会保障給付の支給

額（別紙３－２参照）の動向等も勘案すると、一月当たり２万円と定める

ことが相当であると考えられる。 
 また、子が複数となるときについては、実務において定められる子一人

当たりの養育費の額が逓減する傾向が認められることは前記１のとおりで

あるが、法定養育費が暫定的なものであること、子一人当たりの金額が子

の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用を勘案して定められること

や、基準の明確性等を考慮し、子一人当たりの額である２万円に子の数を

乗じて得た額としている。 
 

３ 本省令案第２条第２項 

新民法第７６６条の３第１項は、毎月末に法定養育費の支払を請求する

ことができることとしていることから、法定養育費の請求権の始期（離婚

の日）が属する月や、その終期（協議若しくは審判により養育費の額が定

められた日又は子が成年に達した日のいずれか早い日）が属する月につい

ては、その月に請求することができる法定養育費の額について日割計算を

する必要がある。同条第２項は、この日割計算の方法を法務省令に委任す

ることとしている。 

 本省令案第２条第２項は、新民法第７６６条の３第２項の委任に基づき、

同項の規定による日割計算を、法定養育費の請求権の始期や終期が属する

月の日数を基礎として行うことを定めるものである。 
 

４ 本省令案第２条第３項 

 新民法第７６６条の３は父母が協議上の離婚をした場合について規定し
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ているが、この規定は、婚姻の取消し、裁判上の離婚及び父が認知する場

合についてそれぞれ準用されている（同法第７４９条、第７７１条及び第

７８８条）。 
 本省令案第２条第３項は、新民法第７４９条、第７７１条及び第７８８

条において同法第７６６条の３第１項及び第２項を準用する場合に、本省

令案第２条第１項及び第２項を準用することを定めるものである。 
 

５ 本省令案附則第１項 
本省令案附則第１条は、本省令案の施行日を改正法の施行日と定めるも

のである。 
 

 ６ 本省令案附則第２項 

本省令案附則第２条は、本省令案の規定について、本省令案の施行後、

本省令案の施行の状況、社会経済情勢の変化等を勘案しつつ検討するもの

とし、必要があると認められるときは、所要の措置を講ずるものとするこ

とを定めるものである。  
                  以 上 
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（別紙１） 
 
全国家計構造調査（総務省統計局） 

直近の令和元年全国家計構造調査によれば、母子世帯（母親と１８歳未満

の未婚のこどもの世帯、平均世帯人員２．４４人、世帯主の平均年齢３９．

２歳）の消費支出は、１９万６３７９円であり、費目別に見ると、下記のと

おりである。 
○ 食料・外食   約 ５万１４５１円（２６．２％） 
○ 住居      約 ２万８６７１円（１４．６％） 
○ 光熱・水道   約 １万５１２１円（ ７．７％） 
○ 家具・家事用品 約   ６０８８円（ ３．１％） 
○ 被服及び履物  約   ８８３７円（ ４．５％） 
○ 保健医療    約   ６４８１円（ ３．３％） 
○ 交通・通信   約 ３万１４２１円（１６．０％） 
○ 教育      約   ９０３３円（ ４．６％） 
○ 教養娯楽    約 １万５５１４円（ ７．９％） 
○ その他消費支出 約 ２万３５６５円（１２．０％） 
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（別紙２） 
 
１ 司法統計年報（３家事編）（最高裁判所事務総局） 
  直近の令和６年司法統計年報（３家事編）によれば、調停離婚、協議離婚

届出の調停成立又は審判離婚の事件で、「母を監護者と定めた未成年の子」

の数が１人～３人の場合における、夫から妻への養育費支払額の合計金額は、

次の表のとおりである。 
 

月額 子１人 子２人合計 子３人合計 

２万円以下 ９．３％ ８．３％ ９．８％ 

２～４万円 

（４万円以下） 

３４．５％ 

(４３．８％) 

２５．１％ 

(３３．４％) 

２１．３％ 

(３１．２％) 

４～６万円 

（６万円以下） 

２７．８％ 

(７１．６％) 

２４．９％ 

(５８．３％) 

２１．４％ 

(５２．５％) 

６～８万円 

（８万円以下） 

１３．６％ 

(８５．２％) 

１７．１％ 

(７５．４％) 

１０．０％ 

(６２．５％) 

８～１０万円 

（１０万円以下） 

６．６％ 

(９１．７％) 

１０．１％ 

(８５．５％) 

１３．２％ 

(７５．８％) 

（ ）内の数値は、枠ごとの割合を累積した数値である。 
 

２ 全国ひとり親世帯等調査（厚生労働省） 
直近の令和３年度全国ひとり親世帯等調査によれば、養育費を現在も受け

ている又は受けたことがある世帯（注）で、養育費の額が決まっている世帯

について、子の数別の養育費（１世帯平均月額）は次の表のとおりである。 

 

 子１人 子２人合計 子３人合計 

母子世帯 ４万０４６８円 ５万７９５４円 ８万７３００円 

父子世帯 ２万２８５７円 ２万８７７７円 ３万７１６１円 

 
（注）令和３年度全国ひとり親世帯等調査によれば、母子世帯の母の養育費の受給状況

は、「現在も養育費を受けている」が２８．１％、「養育費を受けたことがある」

が１４．２％であり、父子世帯の父の養育費の受給状況は、「現在も養育費を受け

ている」が８．７％、「養育費を受けたことがある」が４．８％である。 
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（別紙３） 
 
１ 生活保護制度における生活扶助基準額の算出方法 

生活保護制度における「最低生活費」は、①生活扶助基準（第１類費・第

２類費）及び加算額（障害者・母子世帯等・児童を養育する場合など）、②

住宅扶助基準、③教育扶助基準・高等学校等就学費、④介護扶助基準及び⑤

医療扶助基準等を加算して算出される。生活扶助基準は定期的に検証・改定

が行われているが、例えば、令和７年４月時点のものにおいては、①生活扶

助のうち、第１類費（食費、被服費等の個人単位の経費に相当するもの）の

基準額は、年齢及び地域の級値に応じて、法定養育費の対象となる０歳～１

７歳の年齢について３万７０００円～４万９２７０円と定められており、第

２類費（光熱水費、家具什器購入費等の世帯単位の経費に相当するもの）の

基準額は、１人世帯について２万７７９０円、２人世帯について３万８０６

０円と定められている。また、①の加算額のうち、母子世帯等の加算額は、

地域の級地に応じて、児童１人の場合１万６１００円～１万８８００円と定

められており、児童を養育する場合の加算額は、児童１人につき１万０１９

０円と定められている。さらに、③教育扶助等の基準額は、小学生３４００

円、中学生５３００円、高校生７３００円と定められている。なお、②住宅

扶助は、基準額の範囲内で実費相当が、④介護扶助及び⑤医療扶助は、実費

の平均月額が計上される。そして、生活保護費は、このような基準により算

出される「最低生活費」から社会保障給付等を含めた収入を差し引いた差額

が支給される。 

 

２ 児童手当・児童扶養手当の支給額 

児童手当の支給額は、令和６年１２月時点において、児童が３歳未満の場

合は、第１子及び第２子につき月額１万５０００円、第３子以降につき月額

３万円、児童が３歳以上高校生年代までの場合は、第１子及び第２子につき

月額１万円、第３子以降につき月額３万円である。 

児童扶養手当の支給額は、令和７年４月時点において、養育者らの所得に

応じて、第１子につき月額４万６６９０円～１万１０１０円、第２子以降は、

１人につき月額１万１０３０円～５５２０円の加算である。 


